
千歳市観光案内所運営業務仕様書 

 

１ 業務名 

千歳市観光案内所運営業務 

 

２ 業務目的 

本市が設置する千歳市観光案内所（以下「案内所」という。）において、来

訪者に対し観光情報を効果的・効率的に提供することで、利用者の安心・安全

な滞在と満足度の向上を図る。あわせて、市内周遊の促進および地域経済の活

性化に寄与することを目的とする。 

 

３ 施設の概要 

（１）名 称： 千歳市観光案内所 

（２）所在地： 千歳市千代田町７丁目７番地２（千歳駅南口改札口横） 

（３）面 積： 約５.６㎡ 

（４）開設時間： ９：００～１７：００ 

（５）休業日： 年中無休（ただし、１２月３０日から１月３日までの年末年始

期間は除く） 

※その他、災害や公共交通機関の運休、千歳駅舎の閉鎖等、不可抗力によ

り開館が困難な場合は市と協議するものとする。 

 

４ 業務期間 

令和８年６月１日から令和１１年３月３１日まで 

※令和８年６月１日から同日３０日までは、運営準備および現運営主体から

の引継ぎ期間とする。 

 

５ 案内所の設置・環境整備（初期整備事項） 

受託者は、案内業務開始（令和８年７月１日）までに、以下の整備を完了させ

ること。 

（１）ブース・備品の整備 

・案内業務に必要な窓口カウンター、什器、ブース装飾、その他備品一式は

受託者が準備すること。 

・現運営主体の所有する備品等の譲渡を希望する場合は、当事者間で直接協

議すること。 

（２）装飾デザイン 

・一目で観光案内所であることが理解でき、かつ本市の魅力を効果的に発信

するデザインとすること。 



（３）通信環境 

・受託者の負担において、対面および電話による問い合わせ対応、情報発信

に必要な電話回線およびインターネット環境を構築すること。 

・一般来訪者向けの専用電話番号を設置し、周知を行うこと。 

（４）費用負担 

・上記整備に係る費用（調達費用、設置費用等）は、初年度の委託料に含め

るものとする。 

・積算に当たっては、本仕様書末尾の「別紙：「積算資料（参考）」を参考す

ること。 

 

６ 運営業務の内容 

（１）案内窓口業務 

・国内外の来訪者に対し、観光・交通案内および宿泊・飲食施設等の紹介を

行うこと（対面および電話等による対応を必須とする）。 

  ・旅行時に発生する突発的なトラブル（事故、急病、交通障害等）への相談

対応及び支援を行うこと。 

  ・常時１名以上の案内スタッフを配置すること。 

（２）多言語対応 

・外国人観光客に対応するため、多言語パンフレットの常備や翻訳機等の活

用、または対応可能なスタッフの配置に努めること。 

・宿泊予約の媒介や着地型ツアーの販売等を行う場合は、旅行業法に基づく

必要な登録を有していること。 

（３）情報の収集・発信・管理 

  ・最新のイベント情報や施設営業状況、および資料（パンフレット等）の収

集、配架・在庫管理、発送を行うこと。 

  ・市および観光関係団体が作成する資料を優先的に配架すること。 

（４）連携・協力業務 

・市、国、道、観光関係団体等と密に連携し、地域一体となった案内サービ

スを提供すること。 

  ・市が実施する周遊促進事業、キャンペーン、実証実験等へ協力すること。 

（５）その他 

  ・来訪者アンケートの実施、および日報・月報を作成すること。 

  ・施設の清掃、施錠管理、光熱費等の維持管理に係る経理事務を行うこと。 

 

７ 業務の引継ぎ 

・受託者は、令和８年６月末まで運営を行う現運営主体と緊密に調整を行

い、過去の案内実績やノウハウを適切に継承すること。引継ぎの時期・手

法については、市および現運営主体と協議の上、決定するものとする。 



８ 受託者による自主事業（収益事業） 

自主事業を行う場合は、本業務の目的を妨げない範囲において、市と事前

協議し、承認を得た上で実施すること。 

（１）事業例 

・手荷物預かり・配送受付、レンタサイクル受付・貸し出しなど。 

（２）収益の帰属 

・自主事業の収益はすべて受託者に帰属する。 

・当該事業に要する一切の経費（什器、備品、および基本業務の範囲を超え

て発生する賃料・光熱費の増分等）は受託者の負担とする。 

・ただし、自主事業（手荷物預かり等）を行うために従事する人件費につい

ては、本委託料の範囲内とし、按分等の経理処理および報告を要しないも

のとする。 

（３）ＪＲ北海道等との協議・契約 

・自主事業を行う場合は、受託者の自己の責任と負担においてＪＲ北海道

（またはＪＲ北海道が指定する組織）と直接協議し、契約を締結すること。 

・当該自主事業に係る契約手続きおよび費用負担に、市は介在しないものと

する。 

（４）留意事項 

・公共施設としての品位を損なうものや、本来の案内業務に支障をきたす事

業は実施しないこと。 

 

９ 財務および管理上の留意事項 

（１）ＪＲ北海道による与信審査 

  ・本業務の受託を希望する者は、プロポーザル参加申請書の提出に合わせ、

ＪＲ北海道が定める与信に必要な書類を市へ提出すること。 

  ・市は提出された書類を取りまとめ、一括してＪＲ北海道へ与信を依頼する。 

  ・与信審査は、市が実施する「参加資格要件の確認」とは別に行われるもの

であり、その結果、ＪＲ北海道との直接契約の締結が困難と判断された事

業者は、本プロポーザルの選定対象外とする。なお、与信結果については、

ヒアリング実施前までに通知する。 

（２）賃貸借契約の締結 

  ・案内所の設置場所（ＪＲ北海道敷地）に係る賃貸借契約は、受託者とＪＲ

北海道との間で直接締結すること。 

・当該契約の締結にあたり、ＪＲ北海道の規定に基づき敷金（保証金）等の

支払いが必要となる場合がある。これらに要する費用、事務手続きおよび

契約条件の遵守は、すべて受託者の責任と負担において行うものとし、市

は一切の費用を負担しない。 

 



（３）賃料等の支払い 

  ・基本となる賃料（案内業務分）は、市とＪＲ北海道の協議により確定した

金額を委託料に加算するものとし、受託者が直接ＪＲ北海道へ支払うこ

と。 

・ただし、前項（２）の敷金（保証金）および、前条８（３）の自主事業に

付随して発生する一切の費用は、委託料に含まないものとし、受託者が直

接ＪＲ等へ支払うこと。 

（４）ＪＲ北海道との契約遵守 

・受託者は、ＪＲ北海道と自ら締結した賃貸借契約の条件（原状回復義務等）

を遵守し、適切な施設維持に努めること。 

（５）労務管理 

・業務従事者に対する指揮命令、労務管理、安全衛生管理、および教育研修

（接遇・個人情報保護等）は、すべて受託者の責任において実施すること。 

（６）再委託の禁止 

・原則として再委託は禁止する。ただし、業務の一部を再委託する場合は、

事前に市の書面による承認を得ること。 

（７）共同企業体（コンソーシアム）による応募 

・複数の事業者が協力して業務を遂行する共同企業体による応募を認める

こととする。その場合、代表となる事業者を定め、業務遂行に全責任を持

つこと。なお、与信については、共同企業体の構成員全社が承認を得るこ

と。 

 

１０ その他 

・本仕様書に記載のない事項、または疑義が生じた事項については、その都

度 市と協議するものとする。また、受託者は単なる現状維持にとどまら

ず、千歳市の観光発展に寄与する積極的な提案を行うよう努めること。 

  



（別紙）積算資料（参考） 

 

 本業務の積算にあたっては、以下の現況および目安を参考にすること。な

お、これらはあくまで現状に基づく参考値であり、実際の契約金額や支払額を

保証するものではない。 

 

１．現在使用している備品等（初期整備・引継ぎ検討用） 

 受託者が案内所を開設するにあたり、現運営主体からの譲渡または新規調達

を検討すべき主な備品は以下のとおりである。 

項目 個数  

案内所ブース（約縦２m×横２m） 一式  

案内所看板 ２個  

案内所カウンター 一式  

案内所ロールスクリーンカーテン 一式  

案内所ビニールカーテン 一式  

案内所照明 一式  

キャビネット 一台  

書類収納ケース 一式  

インクジェットプリンター １台  

ノートパソコン ２台  

電気ストーブ １台  

 

２．ランニングコスト目安（月額換算） 

項目 金額  

賃料 別途協議 本業務に要する賃料。提案価格（見

積額）には含めないこと。 

光熱費 ９，３００円 月平均額 

通信費 １３，７５０円 月平均額、電話回線・インターネッ

ト利用料等 

消耗品 ２２，０００円 月平均額、事務用品、印刷代等 

 

※賃料の積算に関する注意事項 

案内業務に必要な賃料については、最終的に委託料の対象としますが、現在

改定協議の可能性があるため、今回のプロポーザルにおける提案価格（見積

額）からは除外して積算してください。契約にあたっては、確定した金額で締

結します。 

 


